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個別的義務表示がある品目

別表第３ 別表第４ 別表第５ 別表第19 別表第20 別表第22

食品の定義
横断的義務表示事項に係る個別ルール

名称規制
加工食品の
個別的義務
表示

表示の
様式・方法

表示禁止
事項名称 原材料名 添加物 内容量

食酢 ● ● ー ● ー ● ● ● ●
農産物漬物 ● ● ● ー ー ー ー ー ●
削りぶし ● ● ● ー ● ● ● ● ●
煮干魚類 ● ● ● ー ● ー ー ー ●
食用植物油脂 ● ● ● ー ー ● ー ー ●
ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 ● ● ● ー ● ● ー ー ●
トマト加工品 ● ● ● ー ー ● ● ● ●
ウスターソース類 ● ● ● ー ー ● ー ー ●
にんじんジュース及びにんじんミックスジュース ● ● ● ー ー ● ー ー ●
ハム類 ● ● ● ー ー ● ー ー ●
ベーコン類 ● ● ● ー ー ● ー ー ●
プレスハム ● ● ● ー ー ● ● ● ●
混合プレスハム ● ● ● ー ー ● ● ● ●
ソーセージ ● ● ● ー ー ● ● ● ●
混合ソーセージ ● ● ● ー ー ● ● ● ●

１ 食酢の個別ルール 1
●：ルールあり、ー：ルールなし未検討の品目

個別的義務表示がある品目

別表第３ 別表第４ 別表第５ 別表第19 別表第20 別表第22

食品の定義
横断的義務表示事項に係る個別ルール

名称規制
加工食品の
個別的義務
表示

表示の
様式・方法

表示禁止
事項名称 原材料名 添加物 内容量

第８回
果実飲料 △ △ 検討 × △ △ 検討
豆乳類 ● ● × × ● △ ● ×

第９回
乾燥スープ △ ● × × × ● × × 検討
風味調味料 △ 検討 × × × ×
しょうゆ ● ● × ● △

第10回
凍り豆腐 ● ● × × × × × ×
乾めん類 ● ● × × × △ △ ●

●：維持、△：一部改正、×：廃止、■：ルールなし令和７年１月以降個別分科会にて一度検討済みの品目



＜参考＞ 令和６年度個別分科会にて一度検討済みの品目の個別ルール 2

個別的義務表示がある品目

別表第３ 別表第４ 別表第５ 別表第19 別表第20 別表第22

食品の定義
横断的義務表示事項に係る個別ルール

名称規制
加工食品の
個別的義務
表示

表示の
様式・方法

表示禁止
事項名称 原材料名 添加物 内容量

第１回 調理冷凍食品 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

第２回
チルドハンバーグステーキ ー ー ー ー ー ー ー ー ー
チルドミートボール ー ー ー ー ー ー ー ー ー
チルドぎょうざ類 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

第３回
みそ ● ● ー ー ー ● ー ー ●
炭酸飲料 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

第４回
即席めん ー ー ー ー ー ー ー ー ー
マカロニ類 ● ● ー ー ー ● ー ー ー
ジャム類 ● ● ー ー ー ー ● ー ●

第５回

うに加工品 ● ● ー ー ー ● ● ー ー
うにあえもの ー ー ー ー ー ー ー ー ー
乾燥わかめ ● ● ● ー ー ● ー ー ●
塩蔵わかめ ● ● ● ー ー ● ● ● ●

第６回
農産物缶詰及び農産物瓶詰 ● ● ー ー ー ー ● ● ー
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ● ● ー ー ー ー ● ● ー
調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 ● ー ー ー ー ー ● ー ー

第７回

レトルトパウチ食品 ● ー ー ー ● ー ー ー ●
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ ● ● ー ー ー ● ー ー ー
パン類 ● ● ー ー ー ー ー ー ー
マーガリン類 ● ● ー ー ー ● ● ● ー

↑ここまで令和６年３月28日に基準改正済み↑

●：ルールあり、ー：ルールなし、△：検討中



食酢の定義

食品 用語 定義

食酢

食酢 醸造酢及び合成酢をいう

醸造酢

次に掲げるものをいう。
一 穀類（酒かす等の加工品を含む。以下この表、別表第４及び別表第22の食酢の項において同じ。）、果実（果実の搾
汁、果実酒等の加工品を含む。以下この表、別表第４及び別表第22の食酢の項において同じ。）、野菜（野菜の搾汁
等の加工品を含む。以下この表、別表第４及び別表第22の食酢の項において同じ。）、その他の農産物（さとうきび等及
びこれらの搾汁を含む。以下この表、別表第４及び別表第22の食酢の項において同じ。）若しくは蜂蜜を原料としたもろみ
又はこれにアルコール若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用して
いないもの

二 アルコール又はこれに穀類を糖化させたもの、果実、野菜、その他の農産物若しくは蜂蜜を加えたものを酢酸発酵させた液体
調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの

三 一及び二を混合したもの
四 一、二又は三に砂糖類、酸味料（氷酢酸及び酢酸を除く。）、調味料（アミノ酸等）、食塩等（香辛料を除く。以下食
酢の項において同じ。）を加えたものであって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率（それぞれ酸度を4.0％に換算
したときの含有率をいう。以下食酢の項において同じ。）が、それぞれ1.0％、10.0％又は0.2％未満のもの

合成酢
次に掲げるものをいう。
一 氷酢酸又は酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料（アミノ酸等）、食塩等を加えた液体調味料であって、かつ、不揮
発酸、全糖又は全窒素の含有率が、それぞれ1.0％、10.0％又は0.2％未満のもの
二 一又は氷酢酸若しくは酢酸の希釈液に醸造酢を混合したもの

穀物酢 醸造酢のうち、原材料として１種又は２種以上の穀類を使用したもの（穀類及び果実以外の農産物並びに蜂蜜を使用してい
ないものに限る。）で、その使用総量が醸造酢１Ｌにつき40ｇ以上であるものをいう。

果実酢 醸造酢のうち、原材料として１種又は２種以上の果実を使用したもの（穀類及び果実以外の農産物並びに蜂蜜を使用してい
ないものに限る。）で、その使用総量が醸造酢１Ｌにつき果実の搾汁として300ｇ以上であるものをいう。

〇別表第３：食品表示基準の対象となる食品に係る定義
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食酢の定義

食品 用語 定義

食酢

米酢 穀物酢のうち、米の使用量が穀物酢１Ｌにつき40ｇ以上のもの（米黒酢を除く。）をいう。

米黒酢
穀物酢のうち、原材料として米（玄米のぬか層の全部を取り除いて精白したものを除く。以下この項において同じ。）又はこれに
小麦若しくは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢１Ｌにつき180ｇ以上であって、かつ、発酵及び熟
成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。

大麦黒酢 穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が穀物酢１Ｌにつき180ｇ以上であって、かつ、発酵及
び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。

りんご酢 果実酢のうち、りんごの搾汁の使用量が果実酢１Ｌにつき300ｇ以上のものをいう。

ぶどう酢 果実酢のうち、ぶどうの搾汁の使用量が果実酢１Ｌにつき300ｇ以上のものをいう。

〇別表第３：食品表示基準の対象となる食品に係る定義
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食酢の個別のルール
〇別表第４：横断的義務表示事項に係る個別のルール
食品 表示事項 表示の方法

食酢

名称

米酢にあっては「米酢」と、米黒酢にあっては「米黒酢」と、大麦黒酢にあっては「大麦黒酢」と、米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の
穀物酢にあっては「穀物酢」と、りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう酢にあっては「ぶどう酢」と、りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢
にあっては「果実酢」と、穀物酢及び果実酢以外の醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と表示する。ただし、
醸造酢のうち穀類（甘しょ、ばれいしょ又はかぼちゃを醸造酢の原料とする場合において、こうじに使用する穀類を除く。以下この項に
おいて同じ。）及び果実を使用しないものであって、１種類の野菜、その他の農産物又は蜂蜜（それぞれ次の表に定めるものに限
る。）をそれぞれ次の表に定める重量以上使用しており、かつ、使用した原材料のうち当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の重量
の割合が最も高い場合には「醸造酢（□□酢）（□□は当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の名称とする。）」と、醸造酢のう
ち穀類、果実、その他の農産物及び蜂蜜を使用しないものであって、２種類以上の野菜を使用し、そのうちの１種類以上の野菜を
表に定める重量以上使用しており、かつ、使用した原材料のうち野菜の重量の割合が最も高い場合には「醸造酢（野菜酢）」と表
示することができる。

添加物 第３条第１項の表の添加物の項に定めるほか、合成酢に使用される氷酢酸又は酢酸にあっては、第３条第１項の表の添加物の
項の規定にかかわらず、「氷酢酸」又は「酢酸」と表示する。

野菜、その他の農産物及び蜂蜜の種類 醸造酢１Ｌ当たりの使用量

甘しょ 80ｇ

ばれいしょ 130ｇ

かぼちゃ 260ｇ

たまねぎ 300ｇ

にんじん 330ｇ

トマト 570ｇ
さとうきび 110ｇ（搾汁の重量とする。）
蜂蜜 30ｇ
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食酢の名称規制
〇別表第５：名称規制に係る食品及びその名称

食品 名称

食酢

米酢 米酢

米黒酢 米黒酢

大麦黒酢 大麦黒酢

米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢 穀物酢

りんご酢 りんご酢

ぶどう酢 ぶどう酢

りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢 果実酢

穀物酢及び果実酢以外の醸造酢 醸造酢

合成酢 合成酢
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食酢の個別的表示事項
〇別表第19：一般用加工食品の個別的表示事項
食品 表示事項 表示の方法

食酢

酸度 パーセントの単位で、小数第１位までの数値を単位を明記して表示する。

醸造酢の混合割合（醸造酢を混
合した合成酢に限る。）

醸造酢の混合割合（製品の総酸量に対する混合された醸造酢の酸量の百分比をいう。以下同じ。）を、
実混合割合を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位を明記して表示する。ただし、
実混合割合が10％未満の場合は、実混合割合を上回らない整数値により、パーセントの単位で単位を明
記して表示する。

希釈倍数（希釈して使用されるもの
に限る。） 「○倍に希釈」と表示する。

「醸造酢」又は「合成酢」の用語 醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と表示する。
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食酢の表示方法
〇別表第20：様式、文字ポイント等表示方式等の個別ルール

食品 様式 表示の方式

食酢 備考
別記様式１の備考の規定による。

第８条各号（第３号を除く。）の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 醸造酢の混合割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、
内容量の区分に応じ、表１に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表
示する。

二 「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接し
た箇所に、内容量の区分に応じ、表２に定める活字の大きさの統一のとれ
た文字で表示する。
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名称
醸造酢の混合割合
原材料名
添加物
原料原産地名
酸度
希釈倍数
内容量
賞味期限
保存方法
原産国名
製造者



食酢の表示方法、表示禁止事項

〇別表第22：個別食品に係る表示禁止事項
食品 表示禁止事項

食酢

１ 「天然」又は「自然」の用語
２ 「黒酢」その他これに類する用語。ただし、米黒酢又は大麦黒酢に表示する場合は、この限りでない。
３ 「純○○酢」その他これに類似する用語。ただし、原材料として、１種類の穀類、果実、野菜、その他の農産物又は蜂蜜のみを使用したもの
（米黒酢及び大麦黒酢を除く。）について、○○に当該原材料名を使用する場合、米のみを使用した米黒酢について「純米黒酢」と表示す
る場合、玄米のみを原材料として使用した米黒酢について「純玄米黒酢」と表示する場合及び大麦黒酢について「純大麦黒酢」と表示する場
合は、この限りでない。

４ 「静置発酵」その他これに類似する用語。ただし、主としてもろみの表層における酢酸菌により発酵が行われており、もろみの液内通気又は移動
による発酵促進が行われなかった醸造酢であって、かつ、もろみにアルコールを加えていない場合はこの限りでない。

５ 原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語。ただし、当該原材料が穀類の場合にあっては当該穀物酢１Ｌにつ
き表示しようとする穀類を１種類で40ｇ以上、当該原材料が果実の場合にあっては当該果実酢１Ｌにつき表示しようとする果実の搾汁を１
種類で300ｇ以上使用している場合、当該原材料が野菜、その他の農産物又は蜂蜜の場合にあっては名称に「醸造酢（□□酢）（□□
は当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の名称とする。）」と表示できるものに当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の名称を表示する場合は、
この限りでない。

６ 合成酢についての「醸造」等の用語。ただし、原材料名及び醸造酢の混合割合の表示に使用する場合は、この限りでない。
７ 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語。
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内容量 活字の大きさ（JISZ8305に規定するポイント）

18Ｌ以上のもの 24（合成樹脂製の容器であって、24ポイントの活字
の大きさの文字を表示できない場合は、22ポイント）

1.8Ｌ以上18Ｌ未
満のもの

12

300ｍＬ以上1.8
Ｌ未満のもの

10.5

300ｍＬ未満のもの 7.5

表１ 表２
内容量 活字の大きさ（JISZ8305に規定するポイント）

18Ｌ以上のもの 42（合成樹脂製の容器であって、42ポイントの活字
の大きさの文字を表示できない場合は26ポイント）

1.8Ｌ以上18Ｌ未
満のもの

16以上

300ｍＬ以上1.8
Ｌ未満のもの

14以上

300ｍＬ未満のもの 9以上

〇別表第20：様式、文字ポイント等表示方式等の個別ルール



２ 業界団体等の要望の概要
項目 見直し要望

別表３
定義 現状維持 使用する原材料により食酢の分類を定義し、名称として表示することで消費者の選択に役立っていると考えるため現

状維持を希望。

別表４
個別ルール（名称） 現状維持 定義と合わせ現状維持を希望。

別表４
個別ルール（添加物） 廃止 横断ルールでも対応可能であるため廃止。

別表５
名称規制 廃止 横断ルールでも対応可能であるため廃止。

別表19
追加的な表示事項 一部見直し 酸度及び種類別名称は現状維持を希望。醸造酢の混合割合及び希釈倍数については、ルールがなくとも事業者

が自ら表示するため廃止。

別表20
表示の様式 一部見直し 醸造酢の混合割合及び希釈倍数は、追加的な表示事項に合わせて廃止。種類別名称の文字ポイント規定は横

断ルールでも対応可能であるため廃止。酸度については、現状維持を希望。

別表22
表示禁止事項 一部見直し

醸造用語の使用及び品評会での受賞については、横断的な表示禁止事項や景品表示法を参考に判断できると
考えられるため廃止。
その他、１～５の用語については、食酢の製造は中小事業者も多い中、団体の会員、非会員に区別なく統一した
表示禁止事項とするため現状維持を希望。
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